
岡崎市景観まちづくり推進費補助金交付要綱

（趣旨)

第１条 この要綱は、岡崎市水と緑・歴史と文化のまちづくり条例（平成 24 年

岡崎市条例第 22 号。以下「条例」という。）第 50 条第１項の規定に基づき、

景観まちづくり協議会（以下「協議会」という。）の活動に必要な費用に対す

る補助金（以下「景観まちづくり補助金」という。）の交付に関し、必要な事

項を定めるものとする。

（用語の定義）

第２条 この要綱において使用する用語の意義は、景観法（平成 16 年法律第 110

号）、条例及び岡崎市景観計画（平成 24 年岡崎市告示第 44 号。以下「景観計

画」という。）において使用する用語の例による。

２ この要綱において「会計年度」とは、４月１日から翌年３月 31 日までの期

間をいう。ただし、協議会として認定された年度にあっては、当該認定の日

から当該会計年度の末日までとする。

（規則との関係）

第３条 景観まちづくり補助金の交付に関しては、岡崎市市費補助金等に関す

る規則（昭和 34 年岡崎市規則第３号。以下「規則」という。）の規定による

ほか、この要綱の定めるところによる。

（補助金の対象から除外する者）

第４条 景観まちづくり補助金の交付を受けようとする協議会が、岡崎市暴力

団排除条例（平成 23 年岡崎市条例第 31 号）第２条第２号に規定する暴力団

員（以下この条において「暴力団員」という。）若しくは同条第１号に規定す

る暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有する者（以下この条において「暴

力団関係者」という。）又は役員に暴力団関係者がいる法人その他の団体であ

る場合には、景観まちづくり補助金の交付はしない。

（景観まちづくり補助対象事業）

第５条 景観まちづくり補助金の交付の対象となる事業は、協議会が実施する

活動区域の景観まちづくりの方針及び整備計画の策定又は当該活動区域の良

好な景観の保全及び形成に必要な事業のうち、次の各号のいずれかに該当す

るもの（以下「景観まちづくり補助対象事業」という。）とする。

⑴ 景観計画の変更の提案等に必要な調査又は検討に関する事業で、原則とし

て、継続して３年以上実施する必要があるもの（以下「景観まちづくり協議

会活動促進事業」という。）

⑵ 景観形成重点地区内又は景観形成重点地区指定に資すると市長が認める

活動のある地区内において、当該地区を活動区域とする協議会が実施する当

該地区内の良好な景観の保全及び形成に必要な事業で、原則として、継続し

て５年以上実施する必要があるもの（以下「景観形成重点地区推進事業」と

いう。）

２ 前項の規定による事業のうち、次の各号のいずれかに該当する費用につい



て、景観まちづくり補助金の交付をすることができる。

⑴ 研修、講演等の講師の謝礼その他の報償金として要する費用

⑵ パンフレット・チラシ等の作成及び頒布に要する費用

⑶ 集会、研修会、講演会等の開催に要する費用（ただし、飲食に要する費

用を除く。）

⑷ 図書、文献、資料等の購入に要する費用

⑸ 会議室、会場、物品の利用及び賃借に要する費用

⑹ 傷害等の保険に要する費用

⑺ 消耗品の購入に要する費用

（景観まちづくり補助金の交付）

第６条 景観まちづくり補助金は、次の各号のいずれにも該当する場合におい

て、同一の景観まちづくり補助対象事業について、予算の範囲内において、

１会計年度につき１回交付するものとする。

⑴ 景観計画区域のうち一団の区域を対象として行うものであること。

⑵ 当該活動区域の景観まちづくりの方針及び整備計画の策定又は当該活

動区域の良好な景観の保全及び形成のために行うものであること。

⑶ 協議会の活動が当該活動区域の財産権を不当に制限するものでないこ

と。

２ 前項の場合において、同一の景観まちづくり補助対象事業に係る景観まち

づくり補助金は、原則として、引き続いた３会計年度（景観形成重点地区推

進事業にあっては、引き続いた５会計年度）を超えて交付することができな

い。ただし、市長が特にやむを得ないと認めるときは、これらの会計年度の

年次回数を限度として交付することができる。

３ 景観まちづくり補助金の額は、次の各号に掲げる事業の区分に応じ、当該

各号に定める割合を乗じて得た額（当該額が 45,000 円（景観形成重点地区推

進事業にあっては、300,000 円）を超えるときは、45,000 円（景観形成重点

地区推進事業にあっては、300,000 円））とする。ただし、これらの額に千円

未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた額とする。

⑴ 景観まちづくり協議会活動促進事業 別表第１左欄に掲げる会計年度に

応じ、同表右欄に定める割合

⑵ 景観形成重点地区推進事業 別表第２左欄に掲げる会計年度に応じ、同表

右欄に定める割合

４ 景観まちづくり補助対象事業が、景観まちづくり補助金以外の補助金（こ

れに類するものを含む。以下同じ。）の交付を受けるときは、景観まちづくり

補助金の交付はしない。

（事前相談）

第７条 景観まちづくり補助金の交付を受けようとする協議会の代表者は、補

助金の交付申請をする前に、様式第１号による景観まちづくり推進費補助金

交付事前協議書を提出し、市と事前相談を行うものとする。

（景観まちづくり補助金の交付申請）



第８条 景観まちづくり補助金の交付を受けようとする協議会の代表者は、規

則第５条の規定に基づき、様式第２号による市費補助金等交付申請書に次に

掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。

⑴ 協議会の規約及び役員名簿 

⑵ 事業計画書 

⑶ 収支計算書 

⑷ 岡崎市水と緑・歴史と文化のまちづくり条例（平成 24 年岡崎市規則第 22

号）第 14 条第３項に規定する景観まちづくり協議会認定通知書の写し

⑸ 景観まちづくり補助対象事業を複数年以上実施することが確認できる書      

類

⑹ 市費補助金申請に係る消費税仕入税額控除確認書（消費税額を含めて申

請する場合に限る。）

⑺ 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類 

２ 景観まちづくり補助金の交付申請をするにあたって、当該補助金における

消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額（補助対象経費に含まれる消費税

及び地方消費税相当額のうち、消費税法（昭和 63 年法律第 108 号）の規定に

より仕入れに係る消費税額として控除できる部分の金額及び当該金額に地方

税法（昭和 25 年法律第 226 号）の規定による地方消費税の税率を乗じて得た

金額の合計額の金額をいう。）を減額して交付申請しなければならない。

３ 第１項に規定する申請は景観まちづくり補助対象事業に着手する日より前、

かつ、景観まちづくり補助対象事業を行う年度の 12 月 28 日（土日祝日の場

合は直前の開庁日）までに行わなければならない。

（交付決定の通知）

第９条 景観まちづくり補助金の交付決定の通知は、規則第７条の規定に基づ

き、様式第３号による岡崎市景観まちづくり推進費補助金交付決定通知書に

より行うものとする。

（事業内容の変更）

第 10 条 景観まちづくり補助金の交付の決定を受けた協議会の代表者は、前条

の規定により景観まちづくり補助金の交付の決定を受けた後において、当該

補助金の交付の決定を受けた事業（以下「景観まちづくり補助事業」という。）

の内容の変更をするときは、あらかじめ、規則第７条の２の規定に基づき、

様式第４号による岡崎市景観まちづくり推進費補助事業変更承認申請書に当

該変更に係る事業の内容を記載した書類を添付して、市長に提出しなければ

ならない。

２ 前項の規定による承認の通知は、規則第７条の２第２項において準用する

規則第７条の規定に基づき、様式第５号による岡崎市景観まちづくり推進費

補助事業変更承認通知書により行うものとする。

（事業の中止又は廃止）

第 11 条 景観まちづくり補助金の交付の決定を受けた協議会の代表者は、景観

まちづくり補助事業を中止し、又は廃止しようとするときは、様式第６号に



よる岡崎市景観まちづくり推進費補助事業中止・廃止承認申請書を市長に提

出しなければならない。

２ 前項の規定による承認の通知は、規則第７条の２第２項において準用する

規則第７条の規定に基づき、様式第７号による岡崎市景観まちづくり推進費

補助事業中止・廃止承認通知書により行うものとする。

（景観まちづくり補助事業の実績報告）

第 12 条 景観まちづくり補助金の交付の決定を受けた協議会の代表者は、規則

第 10 条の規定に基づき、様式第８号による市費補助事業等実績報告書（以下

「実績報告書」という。）に次に掲げる書類を添えて、景観まちづくり補助事

業が完了した日以後１月以内の日、又は当該年度の３月 31 日のいずれか早い

日までに、市長に提出しなければならない。

⑴ 景観まちづくり補助事業報告書 

⑵ 景観まちづくり補助事業に係る収支決算書（協議会の代表者が原本証明

した領収書等の写しを添付すること。）

⑶ 景観まちづくり補助事業に係る写真その他活動の状況を示す資料 

（交付額確定の通知）

第 13 条 景観まちづくり補助金の交付額確定の通知は、規則第 11 条の規定に

基づき、様式第９号による岡崎市景観まちづくり推進費補助金交付額確定通

知書により行うものとする。

（補助金の請求及び交付）

第 14 条 前条に規定する確定を受けた交付決定受理者は、同条に規定する確定

を受けた日から起算して30日を経過する日（土日祝日の場合は直前の開庁日）

までに請求書を市長へ提出しなければならない。

２ 景観まちづくり補助金の支出は、前項の規定に基づく交付決定受理者から

の請求により交付する。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、

交付決定後にその全部又は２分の１を概算払により交付することができるも

のとする。

３ 前項の規定に基づき概算払を受けた協議会の代表者は、補助金額の確定後、

速やかに精算しなければならない。

（交付決定取消しの通知）

第 15 条 景観まちづくり補助金の交付の決定を取消したときは、規則第 13 条

の規定に基づき、様式第 10 号による岡崎市景観まちづくり推進費補助金交付

決定取消通知書により交付決定受理者に対し通知するものとする。

（委任）

第 16 条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の施行に関し必要な事項は、

別に定める。

附 則

１ この要綱は、平成 24 年４月１日から施行する。

２ 岡崎市まちづくり協議会推進費補助金交付要綱は、廃止する。

３ ふるさとの名木指定保存協定要綱は、廃止する。



４ ふるさとの森指定保存協定要綱は、廃止する。

５ この要綱による廃止前のふるさとの名木指定保存協定要綱及びふるさとの

森保存協定要綱の規定により締結されているふるさとの名木保存協定及びふ

るさとの森保存協定は、この要綱の施行後も、なおその効力を有する。

附 則

１ この要綱は、平成 25 年４月１日から施行する。

２ この要綱は、令和９年３月 31 日限り、その効力を失う。

附 則

この要綱は、平成 28 年４月１日から施行する。

附 則

この要綱は、平成 30 年４月１日から施行する。

附 則

この要綱は、平成 31 年４月１日から施行する。

附 則

この要綱は、令和３年４月１日から施行する。

附 則

この要綱は、令和３年 10 月１日から施行する。

附 則

この要綱は、令和４年４月１日から施行する。

附 則

この要綱は、令和６年４月１日から施行する。



別表第１（景観まちづくり補助金に係る景観まちづくり協議会活動促進事業の

補助割合）

会計年度 補助の割合

１回目の会計年度 景観まちづくり協議会活動促進事業の対象となる経費

の 10 分の８以内

２回目の会計年度 景観まちづくり協議会活動促進事業の対象となる経費

の 10 分の５以内

３回目の会計年度 景観まちづくり協議会活動促進事業の対象となる経費

の 10 分の３以内

別表第２（景観まちづくり補助金に係る景観形成重点地区推進事業の補助割合）

会計年度 補助の割合

１回目の会計年度 景観形成重点地区推進事業の対象となる経費の 10 分の

８以内

２回目の会計年度 景観形成重点地区推進事業の対象となる経費の 10 分の

５以内

３回目の会計年度 景観形成重点地区推進事業の対象となる経費の 10 分の

５以内

４回目の会計年度 景観形成重点地区推進事業の対象となる経費の 10 分の

３以内

５回目の会計年度 景観形成重点地区推進事業の対象となる経費の 10 分の

３以内


